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公
立
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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こ
の
基
準
は
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
七
条
の
二

①

こ
の
基
準
は
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
八
条
に

に
基
づ
く
公
立
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
で
あ
り
、
公
立
図

基
づ
く
公
立
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
で
あ
り
、
公
立
図
書

書
館
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

館
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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